
日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱をここに公表する。

令和７年１２月２６日

日向市長 西 村 賢

日向市告示第２９２号

日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、日向市における若者世代の市内への定住及び市内の事業所等への就業を促進す

ることを目的に、予算の範囲内で日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金（以下「奨学金返還支

援補助金」という。）を交付することについて、補助金等の交付に関する規則（昭和46年日向市規

則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学（大学院を含む。）、短期大

学、高等専門学校（４年次以上の教育課程及び専攻科に限る。）及び専修学校（専門課程に限

る。）をいう。

(２) 高校等 学校教育法に規定する高等専門学校（１年次から３年次までの教育課程に限

る。）、専修学校高等課程、高等学校、特別支援学校高等部及び中等教育学校後期課程をい

う。

(３) 正規雇用者 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、諸手当等におい

て、就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態の者をいう。

（対象となる奨学金）

第３条 奨学金返還支援補助金の交付の対象となる奨学金（以下「対象奨学金」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するもので、給付型奨学金を除くものとする。

(１) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

(２) 宮崎県育英資金

(３) 公益財団法人宮崎県奨学会が貸与する奨学金

(４) 日向市育英奨学金貸付基金条例（昭和41年日向市条例第19号）に基づき貸し付ける奨学金

（以下「市育英奨学金」という。）

(５) その他市長が対象と認める奨学金

２ 前項の規定にかかわらず、対象奨学金のいずれかを、大学等及び高校等のいずれも貸与又は貸付

け（以下「貸与等」という。）を受けた場合は、当該奨学金の貸与等を受けた額が多い奨学金を同

項の対象奨学金とする。

（補助対象者）

第４条 奨学金返還支援補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。



(１) 大学等又は高校等（以下「学校等」という。）に在学している期間に対象奨学金の貸与等を

受けた者

(２) 学校等を卒業又は修了（以下「卒業等」という。）した者

(３) 次のアからウまでに掲げる要件のいずれかに該当する事業者（以下「補助条件事業者」とい

う。）に令和６年４月１日以降に正規雇用者として雇用され、当該就労後１年以上を経過し、

かつ、補助金の交付の申請時点で補助条件事業者に就労している者

ア 市内に本店を置く法人又は市内に主たる事業所を有する個人事業者

イ 日向市企業立地促進条例（昭和63年日向市条例第19号）に基づく指定事業者

ウ 補助金の交付の申請をしようとする者との正規雇用契約において、勤務地条件を日向市内

のみとする法人又は個人事業者

(４) 補助条件事業者に正規雇用者として就職（（再就職を含む。以下同じ。）した日（以下「就

業日」という。）において29歳以下の者

(５) 就業日から継続して日向市に住所を有する者。ただし、当該就業日以降に補助条件事業者に

おける研修等を受講するため、一時的に市外に住所を有する期間が生じた場合は、当該期間に

ついては日向市に住所を有しているものとみなす。

(６) 対象奨学金の返還に係る滞納がない者

(７) 市税の滞納がない者

(８) 対象奨学金の返還に関する他の補助金等を受けていないこと。

(９) 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務員又は地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第３条に規定する地方公務員（同条第３項第２号、同項第３号の２及

び同項第５号に掲げる職にある者を除く。）でない者

(10) 日向市暴力団排除条例（平成23年日向市条例第23号）第２条第２号に規定する暴力団員及び

同条３号に規定する暴力団関係者に該当しない者

（奨学金返還支援補助金の額）

第５条 奨学金返還支援補助金の額は、別表第１の左欄に掲げる申請区分に応じ、それぞれ同表右欄

に定める奨学金返還支援補助金額とする。

２ 別表第１に規定する基本額は、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に規定する貸与年

数（在学していた学校等の本来の修業年数（卒業等に必要な標準的な期間）を超えない範囲を上限

とする。）に応じた同表右欄に規定する支援限度額とする。ただし、補助対象者で奨学金返還支援

補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）の就業日における対象奨学金の

利息相当額を除いた返還総額から当該就業日より前に返還した奨学金の額を控除した額に２分の１

を乗じて得た額が当該支援限度額よりも低い場合は、当該額を基本額とする。

（交付申請）

第６条 申請者は、補助条件事業者に正規雇用者として就業日から継続して就労した期間（以下「就



業期間」という。）が当該就業日から１年、３年又は５年が経過する日からそれぞれ１年以内に、

日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。

(１) 学校等を卒業等したことを証する書類

(２) 対象奨学金の返還金額及び貸与等を受けた期間を確認できるものの写し

(３) 対象奨学金の返還に滞納がないことを証する書類

(４) 住民票の写し

(５) 雇用証明書（様式第２号）又はこれに相当するもの

(６) 市税の滞納がないことを証する書類

(７) 誓約書兼同意書（様式第３号）

(８) その他市長が必要と認める書類

２ 前項の場合において、再就職者（補助条件事業者に正規雇用者として就労していた者で、その就

労していた補助条件事業者を退職し、その後、再度、補助条件事業者に正規雇用者として就職した

ものをいう。以下同じ。）の当該再就職の就業日（以下「再就職日」という。）以前の補助条件事

業者の正規雇用者としての就業期間については、当該補助条件事業者を退職した日から次の補助条

件事業者においての再就職日までの期間（以下「離職期間」という。）が１年以内の場合に限り、

当該期間を再就職日以降の就業期間と通算することができるものとする。ただし、再就職を２回以

上した再就職者の離職期間は、それぞれの離職期間を通算して１年以内の場合に限り、就業期間を

通算できるものとする。

（交付決定及び額の確定）

第７条 市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、その審査結果に応じ、日向

市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付決定通知書兼額確定通知書（様式第４号。以下「交付決

定等通知書」という。）又は日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金不交付決定通知書（様式第５

号）により、当該申請者に通知するものとする。

２ 前項の規定により交付決定を受けた者（以下「支援対象者」という。）は、規則第13条の規定にか

かわらず、実績報告を省略できるものとする。

（奨学金返還支援補助金の交付）

第８条 支援対象者は、速やかに日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付請求書（様式第６

号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速や

かに奨学金返還支援補助金を支援対象者に交付するものとする。

（異動の届出等）

第９条 支援対象者は、交付決定等通知書を受けた後に、次の各号のいずれかに該当する場合は日向

市若者定住促進異動届出書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。



(１) 本市から転出したとき。

(２) 補助条件事業者との間で正規雇用の契約が解消されたとき。

(３) 第４条第２号ウの勤務地条件に変更があったとき。

(４) 奨学金返還支援補助金交付の辞退をするとき。

(５) 第４条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

（決定の取消し）

第10条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金返還支援補助金の交付

の決定を取り消すことができる。

(１) 偽りその他不正な手段により奨学金返還支援補助金の交付を受けたとき。

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

２ 市長は、前項の規定により奨学金返還支援補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を日

向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書（様式第８号）によって通知する。

（奨学金返還支援補助金の返還）

第11条 市長は、奨学金返還支援補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消

に係る部分に関し、既に奨学金返還支援補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還

を命ずるものとする。

２ 前項の規定により奨学金返済支援補助金の返還の請求を受けた者は、当該奨学金返還支援補助金

を市長が定める期限までに返還しなければならない。

（委任）

第12条 この告示に定めるもののほか、奨学金返還支援の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）において、既に就業日から１年を経過している

補助対象者の申請期間については、第６条第１項の規定にかかわらず、施行日から１年以内とす

る。

別表第１（第５条関係）

申請区分 奨学金返還支援補助金額

１ 就業日から１年経過した場合
基本額 に 0.3 を乗じて得た額

２ 就業日から３年経過した場合

３ 就業日から５年経過した場合

基本額から当該申請者に１及び２の申請区分に応じ算定し、

交付した奨学金返還支援補助金額の合計額を控除して得た

額



別表第２（第５条関係）

区 分 貸与年数 支援限度額

大学等

１年 18 万円

２年 36 万円

３年 54 万円

４年 72 万円

５年 90 万円

６年以上 108 万円

高校等

１年 12 万円

２年 24 万円

３年 36 万円


